
別紙１ 

 

 

西目屋村新型インフルエンザ等対策行動計画策定に関する経過報告 

 

 

１）平成２５年１２月     西目屋村新型インフルエンザ等対策行動計画作成部局、課等の決定 

                〇担当課 ⇒住民課 

 

２）平成２６年 ４月１１日  西目屋村新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置 

（庁内検討組織、要綱告示日：平成２７年４月１１日） 

 

３）平成２６年 ５月２２日   第１回西目屋村新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会 

            （作成方針・行動計画骨子・行動計画案の決定） 

    〇意見あり⇒計画修正 

 

４）平成２６年 ５月２９日  「行動計画案」について有識者等からの意見聴取（２名、期間３週間） 

〇新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種を担当する医療機関医師 

（弘前市医師会所属 沢田内科医院 沢田美彦 氏） 

〇弘前保健所 所長 山中朋子 氏 

 

５）平成２６年 ６月～平成２７年２月 有識者意見 及び ８月２０日付県文書 の計画修正ポイ 

ントをもとに計画修正 

 

６）平成２７年 ３月 ２日  西目屋村新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱の一部改正 

                〇委員に人事担当者を追加。告示日：平成２７年３月６日 

 

７）平成２７年 ３月 ３日  青森県に行動計画案を提出（技術的助言指導を求める） 

     〇青森県より技術的助言あり（平成２７年３月１０日）⇒計画修正 

 

８）平成２７年 ３月１１日  西目屋村新型インフルエンザ等対策行動計画策定に係る内容確認等 

について全課回覧を実施（３月２０日まで） 

〇各課より意見あり⇒計画修正 

 

９）平成２７年 ３月３０日から４月２０日 村民等へ意見公募の実施（期間：３週間 ⇒意見なし 

 

１０）平成２７年 ４月２１日  青森県に２度目の技術的助言指導を求める。⇒指導なし 

 

１１）平成２７年 ５月２０日  第２回西目屋村新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会 

           （西目屋村新型インフルエンザ等対策行動計画策定） 

 

１２）平成２７年 ５月２１日  特措法第８条第４項の規定に基づき青森県知事に報告 

特措法第８条第６項に規定に基づき西目屋村議会に報告 

村ホームページ等で公表 


